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最
新
の
疑
義
解
釈
を
反
映
し

医
学
管
理
や
在
宅
な
ど
解
説

規
模
企
業
の
負
担
率
が
18
・

１
％
に
対
し
、
資
本
金
１
０

０
億
円
超
の
企
業
は
12
・
４

％
だ
っ
た
。
連
結
納
税
法
人

に
至
っ
て
は
、
わ
ず
か
５
・

２
％
に
す
ぎ
な
い
。
資
本
金

10
億
円
超
の
企
業
と
連
結
納

税
法
人
を
合
わ
せ
た
大
企
業

全
体
で
は
10
・
４
％
と
な
っ

て
い
る
。

　

法
人
税
率
を
消
費
税
導
入

前
に
戻
す
だ
け
で
６
兆
円
を

超
え
る
財
源
が
生
ま
れ
る
。

　

協
会
は
８
日
、
第
17
回
理

事
会
を
開
き
、
４
日
に
近
畿

を
襲
っ
た
台
風
21
号
被
害
に

つ
い
て
、
北
部
地
震
・
西
日

本
豪
雨
被
害
に
準
じ
て
会
員

に
お
見
舞
い
金
を
支
給
す
る

こ
と
を
小
澤
力
理
事
長
が
提

案
、
承
認
し
た
。

　

医
療
運
動
で
は
、「
み
ん

な
で
ス
ト
ッ
プ
患
者
負
担

増
」
署
名
、「
ク
イ
ズ
で
考

え
る
私
た
ち
の
医
療
」
を
目

標
２
万
筆
、
会
員
参
加
率
20

％
の
達
成
を
目
指
し
、
会
員

訪
問
な
ど
理
事
会
が
先
頭
に

立
っ
て
追
求
す
る
こ
と
を
確

認
し
た
。

　

会
員
訪
問
に
あ
た
り
「
台

風
被
害
の
お
見
舞
い
と
一
緒

に
署
名
の
協
力
を
訴
え
て
い

く
」、「
早
速
患
者
さ
ん
に
お

願
い
し
て
い
る
。
後
期
高
齢

者
の
負
担
２
倍
が
ポ
イ
ン
ト

で
、
い
ま
ま
で
み
ん
な
協
力

し
て
く
れ
て
い
る
」
な
ど
、

積
極
的
な
討
論
を
し
た
。

　

理
事
会
で
は
全
体
２
万
筆

の
４
分
の
１
の
目
標
を
掲
げ

街
頭
宣
伝
な
ど
で
理
事
会
と

し
て
署
名
運
動
の
先
頭
に
立

つ
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

会
務
運
営
で
は
、
役
員
選

考
委
員
会
規
程
を
整
理
し
、

規
程
の
一
部
改
定
を
承
認
、

役
員
選
考
に
か
か
る
申
し
合

わ
せ
を
決
め
た
。
19
年
の
役

員
改
選
か
ら
、
改
定
し
た
規

程
等
に
基
づ
い
て
次
期
役
員

を
選
考
す
る
。

心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す

　

大
阪
府
歯
科
保
険
医
協
会

 

理
事
長　

小
澤
力

　

台
風
21
号
で
被
災
さ
れ
た

会
員
な
ら
び
ご
家
族
、
ス
タ

ッ
フ
、
患
者
の
皆
様
に
心
よ

り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま

す
。
大
阪
で
は
、
大
阪
北
部

地
震
、
西
日
本
豪
雨
の
被
害

も
癒
え
な
い
状
況
の
中
、
こ

れ
ほ
ど
の
被
害
を
も
た
ら
す

台
風
に
見
舞
わ
れ
、
地
域
医

療
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
甚
大

だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

協
会
で
は
、
被
災
状
況
の

確
認
並
び
に
、
会
員
の
先
生

方
へ
の
お
見
舞
い
に
全
力
を

上
げ
て
い
ま
す
。
お
困
り
の

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
協
会
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

社
保
研
究
部
は
、
改
定
後

初
め
て
の
社
保
講
習
会
を
８

日
開
催
し
、
88
人
が
参
加
し

た
。
保
団
連
が
４
月
に
発
行

し
た
『
歯
科
保
険
診
療
の
研

究
２
０
１
８
年
４
月
版
』
と

厚
労
省
か
ら
発
出
さ
れ
た
疑

義
解
釈
を
も
と
に
、
今
改
定

で
大
き
く
変
わ
っ
た
基
本
診

療
料
、
医
学
管
理
料
と
在
宅

医
療
を
解
説
し
た
。
講
師

は
、
社
保
研
究
部
講
師
団
。

　

講
師
は
、
全
医
療
機
関
に

関
わ
る
歯
科
点
数
表
の
初
診

料
の
注
１
に
規
定
す
る
施
設

基
準
を
９
月
の
末
ま
で
に
必

ず
出
し
て
ほ
し
い
と
話
し

た
。
ま
た
、
医
学
管
理
料
で

は
、
新
設
項
目
で
あ
る
小
児

口
腔
機
能
管
理
加
算
や
口
腔

機
能
管
理
加
算
を
は
じ
め
、

改
定
後
次
々
発
出
さ
れ
る
疑

義
解
釈
を
反
映
さ
せ
て
解
説

し
た
ほ
か
、
大
き
く
考
え
方

が
変
わ
っ
た
訪
問
診
療
料
の

算
定
要
件
や
、
単
一
建
物
の

概
念
を
お
さ
え
た
。

　

質
疑
で
は
、
Ｐ
検
査
と
歯

管
の
関
係
や
、
歯
管
の
加
算

の
新
設
項
目
に
つ
い
て
質
問

が
寄
せ
ら
れ
た
。
次
回
は
、

10
月
20
日
、
検
査
、
処
置
、

リ
ハ
、
歯
周
疾
患
に
つ
い
て

解
説
す
る
。

Ａ　

法
人
税
の
実
効
税
率

は
、
小
規
模
企
業
よ
り
も
大

企
業
な
ど
の
方
が
低
い
。

　

消
費
税
導
入
後
、
法
人
税

率
は
、
繰
り
返
し
引
き
下
げ

ら
れ
て
き
た
。
消
費
税
導
入

前
の
88
年
ま
で
法
人
税
率
は

42
％
だ
っ
た
が
、
導
入
以

降
、
消
費
税
率
と
入
れ
替
わ

る
よ
う
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

お
り
、
16
年
に
は
23
・
４
％

に
な
っ
て
い
る
。

　

16
年
の
実
効
税
率
を
見
る

と
資
本
金
１
億
円
以
下
の
小

Ｑ　

税
制
面
で
大
企
業
が
優

遇
さ
れ
て
い
る
と
言
う
が
本

当
か
？

教えて！

財
源
問
題

財
源
問
題

社
会
保
障

社
会
保
障

Ｑ 大企業優遇は本当か

第17回理事会

台
風
に
よ
る
被
災
状
況
を
確
認

見
舞
金
の
対
応
な
ど
決
め
る

自
民
総
裁
選
挙

　

20
日
投
開
票
で
自
民
党

総
裁
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

し
か
し
自
民
党
の
総
裁
選

は
民
意
を
問
う
選
挙
で
は

な
い
。
た
と
え
総
裁
に
選

ば
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
民

意
を
無
視
す
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
。

　

改
め
て
こ
の
間
の
安
倍

政
治
を
振
り
返
る
と
余
り

に
も
酷
い
。

　

社
会
保
障
費
は
、
自
然

増
を
５
０
０
０
億
円
程
度

に
抑
え
込
む
こ
と
を
基
本

方
針
と
し
、
第
２
次
安
倍

内
閣
の
間
の
圧
縮
額
だ
け

で
１
兆
５
９
０
０
億
円
も

削
減
さ
れ
た
。

　

骨
太
方
針
を
巡
っ
て

は
、
す
で
に
今
後
の
社
会

保
障
費
の
自
然
増
を
６
０

０
０
億
円
に
抑
え
る
と
の

報
道
も
あ
り
、
患
者
や
利

用
者
へ
の
負
担

増
や
給
付
の
抑

制
・
削
減
を
徹

底
す
る
方
針

だ
。

　

生
活
保
護
は
、
今
年
10

月
か
ら
生
活
扶
助
を
最
大

５
％
削
減
す
る
。
実
行
さ

れ
れ
ば
安
倍
内
閣
で
総
額

１
４
８
０
億
円
も
の
削
減

と
な
る
。

　

医
療
で
は
、「
75
歳
以
上

の
窓
口
負
担
の
２
倍
化
」

や
「
受
診
時
定
額
負
担
の

導
入
」「
薬
剤
費
の
自
己

負
担
の
引
き
上
げ
」、
介

護
で
は
、「
要
介
護
の
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
抑
制
」
や

「
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
の
有

料
化
」「
老
人
保
健
施
設

や
介
護
療
養
病
床
の
多
床

し
て
い
る
が
、
潤
っ
た
の

は
、
超
大
企
業
と
一
部
の

大
資
産
家
だ
け
だ
。
雇
用

情
勢
が
改
善
な
ど
と
言
う

が
、
労
働
者
に
占
め
る
非

正
規
雇
用
の
割
合
は
、
安

倍
政
権
復
帰
前
よ
り
年
平

均
で
２
ポ
イ
ン
ト
以
上
上

が
り
、
37
・
３
％
に
な
っ

で
、
22
兆
円
も
増
え
、
17

年
度
は
４
２
５
兆
円
と
１

・
28
倍
化
し
た
。

　

そ
し
て
安
倍
政
権
で
最

も
酷
い
の
が
政
治
や
行
政

へ
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
た

国
会
運
営
だ
。

　

自
衛
隊
を
海
外
で
戦
争

可
能
に
し
た
戦
争
法
を
始

　

森
友
・
加
計
問
題
で

は
、
疑
惑
の
中
心
に
安
倍

氏
本
人
が
お
り
、
公
文
書

ま
で
改
ざ
ん
さ
れ
た
。
そ

の
後
も
補
助
金
の
贈
収
賄

や
、
障
が
い
者
雇
用
の
偽

装
、
セ
ク
ハ
ラ
ま
で
、
官

僚
の
不
祥
事
の
原
因
究
明

も
な
い
。
豪
雨
災
害
中
に

赤
坂
で
酒
宴
に
興
じ
て
い

た
事
に
は
、
開
い
た
口
が

ふ
さ
が
ら
な
い
。

　

今
年
６
月
の
内
閣
府
の

調
査
で
は
、
政
府
に
望
む

政
策
の
第
一
番
に
「
医
療

・
年
金
な
ど
の
社
会
保
障

制
度
の
整
備
」
が
64
・
６

％
占
め
た
。
国
民
要
求
を

受
け
止
め
る
ま
と
も
な
政

権
を
一
刻
も
早
く
つ
く
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

た
。
同
様
に
２
人
以
上
の

世
帯
の
実
質
可
処
分
所
得

は
12
年
平
均
の
44
万
５
４

９
７
円
か
ら
43
万
２
２
５

３
円
に
減
少
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
大
企
業
（
資

本
金
10
億
円
以
上
）
の
内

部
留
保
は
わ
ず
か
１
年

め
、
虚
偽
・
改
ざ
ん
デ
ー

タ
で
審
議
が
進
め
ら
れ
た

「
働
き
方
改
革
」
や
、
党

利
党
略
の
参
院
議
員
定
数

増
、
経
済
効
果
も
説
明
で

き
な
い
カ
ジ
ノ
実
施
法
の

成
立
な
ど
、
悪
法
成
立
の

枚
挙
に
暇
が
な
い
。

室
の
室
料
の
有
料
化
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
防
衛
費
は
毎
年
最

高
額
を
更
新
し
て
い
る
。

　

経
済
で
は
、
安
倍
首
相

が
「
６
年
間
で
ま
っ
と
う

な
経
済
を
取
り
戻
す
こ
と

が
出
来
た
」
な
ど
と
発
言

余
り
に
も
酷
い
安
倍
政
治

　

開
業
し
て
５
年
目
。
頑
張

り
を
促
す
た
め
、
毎
年
５
０

０
０
円
昇
給
し
て
き
ま
し
た

が
、
今
年
は
出
来
そ
う
に
あ

り
ま
せ
ん
。「
約
束
違
反
」

と
言
わ
れ
な
い
か
心
配
で

す
。 

（
30
代
・
男
性
）

就
業
規
則

　

問
題
は
昇
給
が
不
可
能
な

状
況
に
な
っ
た
と
き
に
「
就

業
規
則
に
基
づ
き
、
昇
給
し

な
け
れ
ば
、
約
束
違
反
」
と

職
員
が
権
利
を
主
張
で
き
る

か
ど
う
か
で
す
が
、
裁
判
で

は
「
会
社
の
就
業
規
則
に
は

『
昇
給
は
年
一
度
、
３
月
21

日
定
期
と
す
る
』
と
い
う
定

め
が
あ
る
も
の
の
、
定
期
昇

給
の
具
体
的
昇
給
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
法

的
に
定
期
昇
給
実
施
義
務
が

発
生
す
る
と
評
価
す
る
こ
と

定
に
と
ど
ま
り
抽
象
的
な
義

務
に
も
な
ら
な
い
と
言
え
ま

す
。「
毎
年
８
月
１
日
に
１

号
俸
昇
給
さ
せ
る
」
と
い
っ

た
ア
ッ
プ
金
額
や
昇
給
率
等

の
基
準
を
設
定
し
て
い
る
場

合
は
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

文
言
次
第

　

職
員
を
雇
い
入
れ
る
際
に

使
用
者
は
、
労
働
条
件
を
明

示
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

「
契
約
期
間
」「
賃
金
」
等

は
文
書
で
明
示
す
る
こ
と
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

パ
ー
ト
職
員
は
、
さ
ら
に

上
記
に
加
え
て
、「
昇
給
の

有
無
」「
退
職
手
当
の
有

無
」「
賞
与
の
有
無
」
を
文

書
の
交
付
等
に
よ
り
明
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
改
正

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昇
給
制
度
「
有
り
」
と
し

た
場
合
に
注
意
が
必
要
。
小

規
模
医
院
で
一
般
的
に
使
用

さ
れ
て
い
る
規
定
を
紹
介
し

ま
す
。

　

「
医
院
の
業
績
及
び
職
員

の
勤
務
成
績
を
勘
案
し
、
各

職
員
ご
と
に
毎
年
○
月
○
日

に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
経
営
上
や
む
を
得
な
い

事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
昇

給
の
時
期
を
延
伸
し
、
ま
た

は
昇
給
を
行
わ
な
い
こ
と
が

あ
る
。」

 

（
社
労
士
・
桂
好
志
郎
）

は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て

い
ま
す
。
使
用
者
が
昇
給
額

を
決
定
し
な
い
限
り
請
求
権

は
生
じ
な
い
と
い
う
考
え
方

で
す
。「
定
期
昇
給
さ
せ
る

こ
と
が
あ
る
」
と
定
め
る
に

す
ぎ
な
い
場
合
に
は
努
力
規

第４回 定期昇給

昇給額を決定しなければ
請求権は発生しない　　

イラスト・辻井タカヒロ

　　雇用　　雇用
トラブルトラブル

社労士が解決！

身近な

資本金階級別の法人税実質負担率
 （2016年度）

社保研究部


